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轡 関西防災 ・減災プラン

阪神口淡路大震災、東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、関西広域連合が取るべき防災口減災
対策や災害発生時の対応方針を分かりやすく示す

田 関西防災日滅災プランの策定状況

醸 関西 広域 応援 ・受援実施要綱 の作成 (平成24年 度 )

コ大規模広域災害時の広域応援体制の強化のため、防災・減災プランの災害対応の

フォーメーションとオペレーションを基本に、広域応援の具体的な手順をマニュアル化
・物資供給、要員派遣、避難、仮設住宅整備等の分野別に作成
・関西広域応援訓練(平成25年2月)等で実効性を検証

構 成 策定日 平成25年度の取組

総則編 H24.3.3 口「風水害対策編」の策定と合わせH25改定

地震口津波災害対策編 H24.3.3 ・国の新しい地震口津波被害想定を踏まえH25改定着手

原子力災害対策編
H24.3コ3

H25.6.29改定

口福島第一原発事故の検証結果や国の原子力災害対策
指針の改定等を踏まえ第一次(H24)・第二次(H25)改定

感染症対策編 未策定
口新型インフルエンザ対策編と鳥インフルエンザロ回蹄疲
対策編に分けてH25策定

風水害対策編 未策定 口風水害に固有の対策を盛り込んでH25策定



関西防災E減災プラン(地震・津波災書対策編)

大規模広域災害の被害想定

<災 害への備え>

■関係機関口団体等との平常時からの連携
口関係機関口団体等と連携して迅速な災害対

応を可能にするための体制整備

■防災口減災事業の展開
・災害による被害の発生の防止及び被害の軽

減を行う先導的な防災口減災事業の実施

初動期
(発災から概ね3日間)

応急対応期

(避難所期)

復 旧母復興期

(仮設住宅期～中長期)

B応急仮設住宅の整備支援
Ⅲ被災自治体の復興業務支援

<災 害への対応>

・情報収集|
・緊急派遣チームの派遣
口災害対策(支援)本部の設置 オペレーションマップ,現地支援本部等の設置   |

大規模広域災害発生時に被災口被災者の支援  ‐
‐   |

市町村、被災府県、広域連合・
・救援物資‐の需給調整     1巾 w4r応援府県、他都道県、国口国出
口応援要員の派遣白受入調整 ―   先 機関及び広域実動機関が相
口広域避難の調整 1         互 に連携しながら対応すべき

ことを項目ごとに提示



均 麟
・ 器

災害への備え

■関係機関口団体等との平常時からの連携

■防災・減災事業の展開

(1)災害対応体制の整備

(関西広域応援日受援実施要綱の策定、広叫避難体制の整備、J吊宅困難者支援体制の整備等)

(2)訓練口研修の実施(広域応援訓練等) (3)津 波災害対策の推進(津波避難ビルの指定等)

(4)孤立集落対策の実施(民間ヘリコフ'夕との運航等)(5)地 域防災力の向上(地域防災リーダーの育成等)

平 軍 守 ・十 号

関

広域連合

(広域防災局)

広域連合
(本部、他分野局)

国出先機関 (地方整備局、
地方運輸局、地方農政局
等)

隣接ブロック
(中部。中国・四国地域)広域実動機関 Q肖防、警

察、自衛隊、海上保安庁)

遠隔ブロック
(九州地方知事会他)専門家

防災研究機関 等

全国知事会
全国都道府県西と業 ・ホ

｀
ランティア案掌

(連絡網 ・ 情報共有)



関西防災・減災プラン(地震・津波災害対策編)

災害への対応

いち早く初動体制を確立し、情報口支援ニーズを的確に把握して、広域的な応援・受援の調整を行う

広域連合の対応被災地等の主な対応

コ情報収集体制の確立
・緊急派遣チーム(先遣隊)の派遣
B応援口受援体制の確立

〔益轟撃養奈部品賢晴整絡所の設置〕

口情報の収集と共有
・避難誘導、消火、水防等、被害防止活動
,人命救助J救急医療の実施
口医療活動の実施
口避難者対策の実施(災害時要援護者支援を含む)
・物資口燃料等の緊急輸送
・道路等公共施設の緊急対策

初動期

口救援物資の需給調整

(応援府県の備蓄物資、協定締結企業の

協力物資の確保口酉己送)
口応援要員の派遣口受入調整
口広域避難の受入調整

(広域避難計画の作成)
。ボランティアの活動促進

(ホ
・
ランティアインフォメーションセンターの設置口運営)

日帰宅困難者への支援

(災害時帰宅支援ステーションの展開)
口広域的な災害廃棄物(がれき等)処理の推進

口生活物資の供給
口被災者の健康相談、避難所の衛生対策、生活

支援、こころのケア
・生活衛生対策の実施
口道路等公共土木施設の応急復旧
Eライフラインの応急復旧
口学校の教育機能の回復
口応急仮設住宅の整備口確保
口広域避難の実施
・遺体の安置、葬送
口災害ボランティアの受入
口災害廃棄物の処理

応急対
応期

(避難所
期)



関西防災口減災プラン(原子力災害対策編)

国の原子力災害対策指針の制定・改正及び滋賀県、京都府の地域防災計画の見直しを踏まえ抜本改定

<国 の原子力災害対策指針の策定状況>        ‐

H24.10策定 口重点区域の設定(5km=PAZ、30km=UPZ)   ‐  ■ 11

H25。2改正。原子力施設の状況に応じた防護措置基準(EAL) ■ 1■|

口放射性物質放出後の空間線量に応じた防護措置基準そbぃ)t

H25.6改正口緊急時モニタリングの実施体制口運用方法の具体化    ぜ
煎距

HPAZ内の安定ヨウ素剤配布口服用の実施方法    報 賀む
A・を    9jH煉岱

果 盛 螺  ″
!

,いぼと

(福井県内に立地する商用原発)

【プランの抜本改定(H25.6)】

(ポイント)

①l青報収集白共有体制の整備

②避難等の防護措置の実施に係る役割分担

と活動の流れの明示

③広城避難の枠組みの提示

④安全口安心の確保のための情報発信体制

等の整備

⑤その他(防災訓練、人材育成、広報活動、

普及啓発活動

く今後の緞鞭》

0守 後の観鋼鎌畿鷲母こ翁わせた

プ移ンの搬麓 (辞搬Aの 靭Å、靭貯滋滅轟

での盟麓線ウ縦鋼の磁繍鞭)

0燃 観職 鞭の離撤線識綾鹸献え漁

プランの強虚



広域連合及び構成団体の応援・受援に係る標準的な体制や活動の内容・手順等を定める。

(1)準備体制の確立

発災場所 対策準備室の設置 緊急派遣チームの派遣

関西目域

・震度5強以上の揺れが観測
口津波警報(大津波)が発表
口府県災害対策本部が設置
・その他甚大な被害が推測

・震度6弱以上の揺れが観測
・通信の途絶等により情報の収集が困難
+甚 大な被害が推測

関西圏域外
口震度6弱以上の揺れが観測
・その他甚大な被害が推測

・震度6強以上の揺れが観測
口通信の途絶等により情報の収集が困難
+甚 大な被害が推測


